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Ⅰ　は じ め に

　本稿の目的は，スウェーデンの労使関係を，企
業レベルの賃金交渉の観察を通じて，明らかにす
ることである。
　スウェーデンと言えば，良好な労働条件や社会
保障を実現してきた福祉国家というイメージが強
いと思われる。実際，スウェーデンの良好な労働
条件や社会保障，およびその実現を支えてきた社
会経済モデルについて，これまでに多くの研究が
蓄積されてきた1）。特に，インフレなき完全雇用
を実現するために形成された特徴的な社会経済モ
デルは，内外の研究者の関心を集め，スウェーデ
ンモデルと紹介されてきた2）。そうした議論の中
で興味深いことは，組合が，社会保障に関しては
政府との協力を通じて，賃金等の労働条件の決定
に関しては法規制に頼るのではなく3），高度に集
権的な団体交渉システムを通じて，福祉国家実現
の一翼を担ってきたことである4）。
　特に，かつてはナショナルレベル（中央レベル）
を頂点とした中央─産業─企業の三層からなる団
体交渉システムを通して，企業横断的に労働条件
を決定してきた労使関係は，中央集権的労使関係
と呼ばれ，スウェーデンモデルを支えるものとし
て紹介されてきた（稲上・ウィッタカー 1994; Kjellberg 

1998）。
　また，そうした中央集権的な団体交渉やその分
権化，および，中央体制によって実施されてきた
政策やその行き詰まりが5），幾人かの論者によっ
て指摘されてきた6）。
　ただ，確かに先行研究によって，スウェーデン
モデルや労使関係に関する貴重な知見を得ること
ができるのであるが，先行研究では十分に触れら
れていない点もある。特に，企業レベルを対象と
し た 研 究 は 思 い の 外 少 なく7）， そ の た め， ス
ウェーデンの労働者の姿が，はっきりとは見えな
いまま議論が進められている感がある。例えば，
企業内において労働者個々の賃金は，どのような
賃金制度の下で，どのような交渉を経て，決まっ
ているのか。スウェーデンの社会経済モデルに関
する理解は進む一方で，その下で行われているは
ずの労使関係については，実は曖昧なまま今日に
至っているのではないだろうか。
　そこで，本稿では，企業レベルの賃金交渉に焦
点を当て，可能な限り事実を洗い出すことで，こ
れまで曖昧にされてきた部分を出来る限り明らか
にしたいと思う。
　本稿の構成は次の通りとなっている。まず，60
年代における企業レベルの労使関係を簡単に触
れ，企業レベルで何が交渉されていたのかを述べ
る。次に，現在に目を移し，企業レベルで何が交
渉されているのかを明らかにする。その上で，得
られた事実を通じて，スウェーデンの労使関係に
関する若干の私見を述べる。
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Ⅱ　過去（1960 年代）の労使関係

1　労使関係の階層と中央協約

　1960 年代，スウェーデンにおいて賃金は，中
央協約，産別協約，企業別協約の三つの協約に
よって決められていた8）。中央協約で賃上げ率の
下限が設定され，産別協約や企業別協約で賃上げ
率の上乗せや具体的な分配方法が決められてい
た。
　このように，中央協約は，賃上げ率の下限を設
定していたのであるが，ここで見逃せないのは，
傘下の産業レベル毎に下限のレベルが異なってい
た，ということである。中央協約では，特別の賃
上げ条項というものがあり，中央協約で定めた水
準以下の産業に対して追加の賃上げを行ってい
た。具体的には，賃金ドリフトの発生の少ない産
業には賃上げ補塡保障を，平均賃金水準の低い産
業には低賃金条項を通じて，賃金水準の低い産業
へ追加の賃上げ原資を与えていた9）。もちろん，
こうした追加の賃上げ原資の狙いは，賃金格差の
是正にあった（宮本 1999）10）。

2　賃金ドリフトと労使関係

　上で触れたように，産業横断的な規制がス
ウェーデンでは行われていたのであるが，こうし
た規制が存在していたにもかかわらず，当時，過
度の賃金ドリフトの発生が問題となっていた11）。
賃金ドリフト問題の解決は，中央レベルの労使に
課された課題の一つだったのであるが，ここで興
味深いのは，賃金協約による規制では，賃金ドリ
フトの発生を抑えることが難しいことを，彼らが
認識していたことである12）。こうしたスウェーデ
ンの上部団体の認識に基づけば，賃金協約では規
制できない理由によって発生する賃金ドリフトと
いうやや不可思議な現象を解き明かすことが，こ
の当時のスウェーデンの労使関係を理解する上で
重要な課題となってくる。
　もちろん賃金ドリフトの発生には様々な要因が
存在するが，その要因の一つとして，職場で行わ
れる出来高給を巡る交渉が存在していた13）。事
実，当時の金属産業では，出来高給を「ごまか

す」ことで獲得されていた賃上げが問題視されて
おり，このことからも出来高給と賃金ドリフトに
は何らかの関係があったことが窺われる14）。
　しかしながら，出来高給に関する十分な調査は
行えておらず，詳細な事実をここで提示すること
は，現状では残念ながら難しい。とはいえ，当時
の出来高給を巡る交渉において，何がごまかされ
ていたのかという点に関して，僅かであっても触
れることは，この国の労使関係の姿を知る上で有
益な手掛かりになると思われる。以下で見ていこ
う。
　一例として，当時の金属産業は，産別協約の中
で，以下のような算出式のモデルを提示してい
る。

　X＝t・u・（1 ＋ s）・ p  
　　　　　　  100　  60

　組合員の説明によると，それぞれの指標は，t
が作業時間，u が能率15），s が控除時間16），そして
p が価格をそれぞれ表している17）。確かに，この
式にはいくつかの不明瞭な点が存在するのである
が18），上で指摘した「ごまかし」との関係で重要
なことは，こうした要素に関してどのような交渉
が行われていたのか，ということである。聞き取
りによると，職場で交渉事項となっていたのは，
主に標準作業時間の決定，控除時間，能率の三つ
であったそうである19）。
　では，具体的に何をどのようにしてごまかして
いたのか。結論から言うと，「ごまかし」とは，
能率をごまかすことでより多くの賃金を得ようと
する行為のことだったようである。例えば，組合
は，能率算定の基礎となる標準時間を設定する際
に，ストップウォッチを使用することを拒否する
ことや，仮にストップウォッチを用いられた際に
は，「遅すぎない程度にゆっくり動く」ことを通
して，標準作業時間を緩いものにすることで，能
率を高めようとしていた。また，休憩時間を交渉
によって長めに設定し，実際には，休憩時間の一
部を作業に充てることで，高い能率が達成された
かのように見せかけていた20）。さらに，聞き取り
を行った組合員のかつての職場では，能率自体も
交渉事項となっていたそうである21）。
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　このように，職場において時間や能率を巡る交
渉を通して賃金を上げるだけの力を，当時の組合
は有していたわけである。
　以上，出来高給を巡る交渉について簡単に見て
きた。中央集権的な労使関係の関わりで重要なこ
とは，次の二点である。一つは，当時の労働者
は，賃金に関係ない項目を交渉することで，賃上
げを獲得していたことである。こうした賃上げの
存在が，先に指摘したように，中央レベルの労使
に，賃金規制を通じて賃金ドリフトを抑制するこ
とは困難だと認識させていたのであろう。
　もう一つは，この賃金ドリフトが，中央レベル
による賃上げ補塡保障の導入によって労働市場全
体に広まっていったことである。補塡保障は，労
働者の賃金を上昇させる一方で，急激なインフ
レーションも発生させることになり，名目賃金が
上昇する一方で，実質賃金は低下していく事態を
引き起こすことになる22）。こうした状況は，中央
レベルの賃金交渉において，賃上げ率を巡る労使
の合意形成を困難なものにし，折からの経済不況
も重なって，1980 年に大争議を引き起こすこと
になる（EIRR  1980a，1980b）。この大争議をきっ
かけに，中央体制は終焉を迎え，労使関係は分権
化の道を進むことになり，数年の混乱期を経て，
90 年代に入り，現在の形に落ち着くこととなる23）。

Ⅲ　現在（1993 年以降）の労使関係

　90 年代以降の労使関係の特徴として，労使関
係が産業レベルに分権化したこともさることなが
ら，より注目すべき点として，賃金制度に，査定
の導入が進んでいることが，挙げられる（Martin 
1995;  Katz&Darbishire  2000）。賃金制度が変化し
ていく中で，企業内労使関係は，どのように変化
したのか。以下で確認していこう。

1　産業レベルの労使関係

　まず，産別協約が賃金の何を規定しているのか
について，機械金属産業が締結している産別協約
を通して，確認しよう。ただ，一言に産別協約と
言っても，機械金属産業組合（以下 IF-Metall）は，
それぞれ異なる経営者団体と 41 個の産別協約を

締結している。それぞれの産別協約はセクター協
約と呼ばれており，個々のセクター協約の規定
は，それぞれ若干異なったものになっている24）。
　ただ，細かな内容の差異はあるものの，共通す
る点として，かつての賃上げ補填保障のような特
別の賃上げは行われておらず，賃金に関しては主
に，最低賃金，賃上げ率，賃金の原則の三つが決
められている。

　（1）最低賃金と賃上げ率
　まず，最低賃金についてであるが，最低賃金は
各セクターで異なる基準によって決められてお
り，統一性があるとは言い難いものとなってい
る25）。また，最低賃金の水準に関しては，低いと
いうのが，聞き取りを行った組合員の共通の見解
であり26），このことから，最低賃金を上げること
で組合員の賃金を上げていこうという考えは，あ
まり強くないことが窺われる。
　では賃上げ率についてはどうなのか。結論から
言うと，彼らは，賃上げ率に対して強いこだわり
をもっている。この賃上げ率は，傘下の企業レベ
ルにおける賃上げ率の下限となっているのである
が，特筆すべきは，この基準は，企業レベルの交
渉において下回ることが許されないものとなって
いることである。したがって，産別協約は，各企
業における賃上げ原資総額の下限を設定している
と言えよう。ただ，産別協約で規定されているこ
とはあくまで賃上げ率の下限であり，具体的に各
企業の賃金制度にどのように分配するかについて
は，企業レベルの交渉事項となっている27）。
　以上のことから，産別組合は，賃上げ率につい
ては強い拘りを持つ一方で，企業レベルでどのよ
うに分配されるのかについてはそれほど関心が無
いことが分かる。とすると，企業レベルにおい
て，いかなる賃金制度の下でどのような分配が行
われているのかが重要になってくるのであるが，
その前に，分配に関する産業レベルの労使の見解
を，賃金の原則を通して確認しておきたい。以下
で述べているように，企業内の労使関係に劇的な
変化を促すことを予感させる内容となっている。
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　（2）賃金の原則
　賃金の原則は，1993 年に協約に組み込まれた
ものであり，以降 2004 年までの交渉ラウンド毎
にいくつかの改定が加えられ，現在のようなかた
ちとなっている28）。そこで述べられていることの
要点をまとめると次のようになる。（ア）賃金は，
労働者個々人の能力によって差がつかなければな
らない。（イ）賃金は，仕事の責任や難しさ，お
よび労働者のパフォーマンスを考慮して決定しな
ければならない。また，市場（Market  forces）も
賃金決定に影響を与えなければならない。（ウ）
難易度の高い仕事は，より多くの賃金を得なけれ
ばならない。（エ）すべての労働者は，どのよう
にすれば自分の賃金が上がるのかを知っていなけ
ればならない。（オ）賃金が生産性や競争力の上
昇を促すようにするために，賃金制度（Internal 
wage system）は，労働者に能力の向上を促すよう
な制度でなければならない。（カ）賃金に差をつ
ける際に差別的な要素があってはならない。その
ような要素があった場合，賃金交渉を通じて是正
されなければならない。
　以上が賃金の原則の要点であるが，ここから読
み取れることは，労使が，企業内の内部労働市場
を成熟させるとともに，賃金の個別化を進めてい
くことについて合意している，ということであ
る。特に（ア）や（オ）はそのことが顕著に表れ
ていると思われる。こうした合意は，企業レベル
の賃金交渉の姿を変化させることを予感させる。
以下で，確認していこう。

2　企業レベルの賃金交渉

　本稿で取り扱うのは，エンジニアリングセク
ターに所属するボルボとオートリペアセクターに
所属する S 社である。まず，ボルボから見てい
こう。

　（1）ボルボの賃金交渉
　まず，ボルボの組合組織（クラブ）について確
認しておこう。ボルボは，VolvoCar と ABVolvo
の異なる資本の会社があるが，組合は地域毎にこ
の異なる資本の会社の工場を一括して組織してい
る（バークスタッズクラブ）。この下に各工場にあ

る Assembly，Body shop 等が組織されており（グ
ループ），イエテボリ地域では全部で 25 のグルー
プがある。各グループの下には，Department と
呼ばれるレベルが存在しており，Department 毎
に 1 人のショップスチュワードがいる29）。賃上げ
交渉は，バークスタッズレベルで行われ，査定に
関する交渉は，グループレベル以下で行われる。
　次に，ボルボの賃金制度を簡単に確認しておこ
う。ボルボの賃金は，大きく基礎部分と変動部分
から構成されている30）。ボルボの等級制度は AV
システムと呼ばれており，12 等級からなってい
る。特徴からすると職務基準の等級制度であり，
各職務は難易度毎に各等級にランクづけされてい
る。表 1 は，2009 年春時点の AV 等級である。
　ただし，表 1 に書いてある額が，労働者の賃金
となるわけではない。実際の賃金は，各 AV 等
級の 100％の賃率に，定められた率を上乗せした
ものとなる。また，制度上は 12 等級であるが，
実際の運用では，AV1 から AV3 に格づけされて
いる労働者はおらず，実質 AV4 から AV12 の 9
等級となっている31）。なお，基本的に，アッセン
ブリーグループのプロダクションワーカーは，
AV4 から AV6 の間に，メンテナンスの職務は，
AV9 から AV12 の間にそれぞれ格づけされてい
る32）。アッセンブリーグループのプロダクション
ワーカーの実際の賃率を示したのが，表 2 であ
る。
　表 2 のように，AV4 ならば，AV4 の 100％の
賃率である 1 万 6548 クローナ33） の 115％の額，

表 1　AVシステム

AV Group
（AV グループ）

PF i100％
（100％の賃率）

AV 12 19770

AV 11 18750

AV 10 17936

AV 9 17702

AV 8 17472

AV 7 17240

AV 6 17011

AV 5 16780

AV 4 16548

出所：組合提供資料より筆者作成
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つまり，1 万 9030 クローナが，AV4 にランクづ
けされている労働者の賃金の基本給部分となる34）。
これに査定部分を加えたものが，労働者の賃金と
なる（図 1）。
　ところで，表 2 の昇格年数を見れば分かる通
り，キャリアのようなものが存在している35）。た
だ，労働者は入社後おおむね 2 年間で最高ランク
である AV6 の 125％になることからも分かるよ
うに，短いキャリアの存在は，ボルボにおいて内
部労働市場が発展していないことを窺わせる36）。
このことは，この職場において査定という人的資
源管理のツールがはたして馴染むのかという疑問
を生じさせるのであるが，実際はどうなっている
のか。この点を確かめるために，プロダクション
ワーカーの査定とメンテナンスワーカーの査定
を，順を追って見ていくことにしよう。
　①プロダクションワーカーの査定
　プロダクションワーカーの査定は，半年に一回
行われる。したがって，労働者は AV5 の 119％
になった時点で，はじめて査定を受けることにな
る37）。評価項目は，品質，協調性，創意工夫，態

度等の四つの要素からなり，それぞれの項目につ
いて点数がつけられる38）。満点は 600 ポイントで
あり，この点数に応じて，基本給部分への上乗せ
率が決められる（表 3）。例えば，AV6 の 125％
の労働者が満点を取ると，125％に 10％を足した
135％が彼の基本給となる。もし，彼の点数が
500 ポイントだとすると 125％に 8％を足した
133％が彼の基本給となる。このように，点数に
応じて査定部分の賃金が変動する制度となってお
り，制度上は賃金の個別化を促すようなものに
なっている。では，実際はどうなっているのか。
制度から読み取れるように，賃金の個別化は進ん
でいるのであろうか。
　結論から先に言うと，査定は，賃金の個別化を
促すというよりも，賃金を集団的に上げるための
ツールとなっている。聞き取りによると，2009
年時点でほぼすべての労働者の上乗せ率は 10％
となっており，最大限の昇給を受け取っているそ
うである39）。ボルボの組合員の次のような発言が

表 2　実際の賃金額と昇格年数

グレード 賃金額
一般的な昇格年数

（入社から）

AV4（115％） 19030 クローナ

AV5（117％） 19633 クローナ 3 カ月

AV5（119％） 19969 クローナ 6 カ月

AV6（121％） 20583 クローナ 9 カ月

AV6（123％） 20923 クローナ 1 年

AV6（125％） 21263 クローナ 2 年

出所：組合提供資料より筆者作成

図１　プロダクションワーカーの査定部分と基本給の関係

出所：組合提供資料より筆者作成 
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表 3　点数と上乗せ率

ポイント 基本給への上乗せ率

600 ポイント（満点） 当該グレードの 10％

～500 ポイント 当該グレードの 8％

～450 ポイント 当該グレードの 6％

～400 ポイント 当該グレードの 5％

～350 ポイント 当該グレードの 4％

～300 ポイント 当該グレードの 3％

～250 ポイント 当該グレードの 2％

～200 ポイント 当該グレードの 1％

出所： ボルボバークスタッズクラブ組合員への聞き取りより筆者作成
（2009 年 9 月 22 日）
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印象的であった。「この制度を理解するのは，い
たって簡単だよ。普通に仕事すれば，10％になる

（Everybody  just  do  their  job,  and  then  you  have 
10％.）」40）。誰でも普通に働いていれば，最大限の
昇給を得ることができる。これが，制度の実態の
ようである。
　②メンテナンスワーカーの査定
　では，エレクトリシャンや機械工等のメンテナ
ンスワーカーの場合はどうなっているのか。その
前に少しだけ基本給の構造について触れておこ
う。各職務は難易度毎に AV9 から AV12 へ格づ
けされているのであるが，労働者は，すぐにその
職務の AV グレードに位置づけられるわけでは
ない。まず，当該職務の経験年数に応じて適当な
グレードに位置づけられ41），ボルボの日々の仕事
でさらに経験を積むことを通じて，上のグレード
へと昇格していくことになっている42）。
　基本給について確認したところで，査定に話を
移そう。メンテナンスワーカーの場合，固定部分
と変動部分のおおよその比率は，固定給 65％に
対して，変動給が 35％となっている。
　しかし，比率の大きさとは逆に，彼らの査定
は，体系的な制度になっていない。まず，統一さ
れた評価項目がなく，各々の Department が独自
に評価項目を決め，それに基づいて評価が行われ
ている。くわえて，評価は，Department の長で
あるスーパーバイザーと Department にいる組合
員43）から構成される評価グループの間で行われる
のであるが，この評価グループの人数や任期も統
一されておらず，Department 毎に任されてい
る44）。
　さらに，評価点と昇給額が厳密なかたちでリン
クしておらず，労使の交渉事項となっている。査
定部分の分配は，Department 単位で行われるの
であるが，Department 毎に配られる予算の範囲
内で，スーパーバイザーと評価グループの間で交
渉によって決まっている。では，そこではどのよ
うな交渉が行われているのであろうか。当事者の
説明をそのまま引用しよう。
　組合員「Mr. A の賃金は 3 万クローナとする。Mr. B
の賃金は 2 万 5000 クローナとする。彼らのポイント
は，A が 50 ポイント，B が 100 ポイントとしよう。

彼らの賃金を見ると A の方が多いので，B にすべて
あげるんだ。なぜなら，彼（A；筆者）の賃金は，彼

（B；筆者）よりも高い，だから，追加の賃上げを行
う必要が無いんだ。彼らの二人の賃金を近づけなけ

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ればならないからね
4 4 4 4 4 4 4 4 4

（you  have  to  some  equalize 
4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4444 4

those two
4 4 4 4 4 4 4 4

.）（傍点部筆者）。A には，一律分の昇給（基
本給部分の；筆者）が行われる。で，残りのすべて
は，彼（B）にあげるんだ。」
　筆者「Department にいる労働者を比較して，査定
の分配を決めるということですか。」
　組合員「Yes，Yes。」
　確かに上の例は，説明のためにやや極端な例を
用いていると言える。ただ，そのことを考慮に入
れたとしても，分配の際に，労働者の賃金格差を
是正することを考慮に入れているという指摘は，
査定が労働者の賃金を平等かつ集団的に上げてい
くツールとなっていることを示していると言え
る。これがメンテナンスワーカーの査定である。

　（2）S 社の賃金交渉
　次にオートリペアセクターに所属している S
社について見てみよう。まず，S 社の組合組織を
確認しておこう。S 社の組合は，事業所にある職
場毎に組織されており，各職場を統括する組織と
して Unionboard と呼ばれる組織がある。Unionboard
は地域単位で組織されており，全国レベルの企業
別交渉というのは行われていない。
　次に S 社の賃金制度であるが，大きく固定部
分と変動部分から構成されている。比率は固定部
分が約 7 割，変動部分が約 3 割となっている。さ
らに変動部分は，能力査定が 1，出来高給が 2 と
なっている45）。等級制度は，産別協約の最低賃金
の等級制度がほぼそのままのかたちで採用されて
いる。この点は，エンジニアリングセクターに属
するボルボとは異なっている。
　表 4 にあるように，産別協約では，t から h ま
での 9 等級となっており，格づけ基準は，h から
f までは労働者の年齢が，e から a までは職業経
験年数が，t は労働者の技能の水準となっている。
表 5 は，S 社の等級制度であるが，TD はこの企
業で特別に作られている最高グレードで，顧客の
応対もこなしている労働者は，TD にランクづけ
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られる。ただ，それ以外の T から D までの五つ
は，産別協約の t）から d）のグループにほぼそ
のまま対応している46）。
　以上，等級制度を確認したこところで，賃金交
渉を見ていこう。表 6 は，昇給管理表の一部であ
る。これを見るとどのようにして賃上げが行われ
ているのかが分かるのであるが，結論を先に言う
と，S 社では，2009 年時点で査定部分が制度と
してほとんど機能しておらず，賃上げは，産別協
約の規定に沿って，ほぼすべての労働者に一律の

図２　S社の組合組織

出所：S社組合代表への聞き取りより筆者作成（2009年９月21日）。

地域レベル（ストッ

クホルム）

各職場レベル

（Work shop）

Union Board

Small Group

アッカラ
事業所の
Opel職
場

アッカラ事
業所のTaxi
職場

グローベ
ン事業所
のGM職
場

アッカラ事業
所のGM職場

表 4　産別協約で規定されている最低賃金表

Yrkesgrupp
From den avtalsperiod som innehåller:

2007.5.1 2008.5.1 2009.5.1

t） Fordonstekniker（自動車技術者） 17353 18053 18613

a）

職業（mekaniker,  elektriker,  plåtslagare, 
smeder, svetsare, maskinarbetare, karosseriarbetare, 
sadelmakare,  lackerare,  gummireparatörer, 
reservdelsmän）経験が少なくとも 6 年で
十分な専門的技能を有する熟練労働者

（Yrkesarbetare）

16751 17451 17992

b）
職業経験が少なくとも 5 年の熟練労働者

（Yrkesarbetare）
16048 16748 17267

c）
職業経験が少なくとも 4 年の熟練労働者

（Yrkesarbetare）
14646 15346 15822

d）
職 業 経 験 が 少 な く と も 3 年 の 労 働 者

（Arbetare）
14322 15022 15488

e）
職 業 経 験 が 少 な く と も 2 年 の 労 働 者

（Arbetare）
14179 14879 15340

f） 18 歳の労働者（Arbetare） 13514 14214 14655

g） 17 歳の労働者（Arbetare）   9952 10652 10982

h） 16 歳の労働者（Arbetare）   9695 10395 10717

出所：Motorbranschavtalet（オートリペアセクターの産別協約）より筆者作成（訳は聞き取り，および筆者）。

表 5　S社の等級制度

TD
十分な技能を持つとともに，顧客の対応もでき
る労働者

T レベル 十分な技能を持った労働者

A レベル
B レベルに昇格後，さらに職業経験を積んだ労
働者

B レベル
C レベルに昇格後 1 年（合計 4.5 年間）の職業
を経た労働者

C レベル
入社して半年間（合計 3.5 年間）の職業経験を
経た労働者

D レベル 職業訓練が 3 年の者

出所：S 社組合代表への聞き取りより筆者作成（2009 年 9 月 21 日）。
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昇給が行われている47）。
　ここで注目して欲しいのが，表 6 の制度上の昇
給額のところである。ここを見れば分かるよう
に，労働者の賃金がマイナス昇給となっている。
これは，労働者の賃金が，会社の賃金制度の上限
を超えて青天井に昇給していることから生じてお
り48），したがって，この企業の賃金交渉の内実を
知るためには，賃金制度の上限を超えて賃金が上
がっていくことになった過程を理解する必要があ
る。そのためには，査定がどのように運用されて
いたのかを確認しなければならない。順を追って
見ていこう。
　①制度の概要
　査定は，ポイントシステムと呼ばれ，獲得ポイ
ントに応じて労働者の賃金を変動させることを意
図して 15 年程前に，導入されたものであった。
表 6 の獲得ポイントの列が，各労働者の評価点で
ある。評価は，職業経験年数（10 点），勤続年数

（5 点），技能（20 点），柔軟性（10 点），品質（15
点），仕事のスピード（60 点）の 6 つの要素毎に
行われ，満点は 120 点となっている。ポイントに
基づいて決定される賃金制度上の賃金額は，表 6
の賃金制度上の賃金の列に記載されている49）。
　②評価の手続き
　評価は，それぞれの職場（ワークショップ）の
フォアマン（職長）が行う。フォアマンは，労働
者とミーティングを行い，そこで評価案を労働者
に示す。もし，組合員が望めば，そのミーティン
グに職場の組合代表も参加できることになってお
り，その場合は，フォアマン，組合員，職場の組
合代表の 3 人でミーティングが行われることとな
る。組合は，まず，上司と部下のミーティングに
直接参加することで，被評価者のポイントアップ

に努めている50）。ただ，このミーティングに対す
る職場の組合代表の関与の程度は，各職場の組合
代表によって異なっており，すべてのミーティン
グに参加する者もいれば，全く参加しない者もい
るそうである51）。
　このように，ミーティングが行われ評価が決定
するのであるが，その際に，職場の組合代表の承
認が必要となっている。組合代表が評価シートに
サインすることで評価が決定し，交渉の舞台は，
地域レベルの企業別交渉へと移っていく52）。
　③評価の決定とポイント単価交渉
　地域レベルで行われていたことは，1 ポイント
当たりの金額を巡る交渉である。ポイントシステ
ムでは，労働者の賃上げは，労働者が獲得したポ
イントに，1 ポイント当たりの金額をかけて決定
する。それゆえ，1 ポイント当たりをいくらにす
るかによって，同じポイントでも得られる昇給額
は，異なることになる。もちろん，制度上で 1 ポ
イント当たりの金額は決まっていたのである
が53），組合は，今回の賃金交渉では T グループ
の労働者の賃金を重点的に上げたいので，A グ
ループは 1 ポイント当たり 10 クローナ，T グ
ループは 1 ポイント当たり 20 クローナにしよう，
といった具合で，単価を交渉していたそうであ
る54）。
　④賃下げの拒否
　さて，こうした手続きを経て，1 ポイント当た
りの価格が決まるわけであるが，そうすると既に
労働者のポイントは決定しているので，自動的に
労働者の昇給額は決定することになる。ところ
で，組合員の話によると，獲得したポイントが，
前年に比べて著しく下がった労働者に対して，会
社は，その労働者の賃金を下げようとしていたそ

表 6　S社の昇給管理表

2008 年の
賃金

賃金制度上
の賃金

獲得ポイン
ト

制度上の昇
給額

％（1）
2009 年の

実際の賃金
実際の昇給

額
％（2）

労働者 B 21953 21176 120 －777 －3.54％ 22686 733 3.2％

労働者 C 21600 21176 120 －424 －1.96％
〜

22333 733 3.3％

労働者 I 23500 21140 119 －2360 －10.04％ 24233 733 3.0％

労働者 L 23258 21176 120 －2082 －8.95％ 23991 733 3.1％

〜
出所：組合提供資料より筆者作成
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うである。しかし，組合はそれを交渉によって認
めないどころか，そうした労働者に対しても賃上
げを行わせていたようである55）。
　以上，査定部分がどのように運用されてきたの
かを見てきた。先に，現在の賃上げは，産別協約
に沿って一律に行われていると指摘した。しかし
それは，査定を巡って交渉が年々繰り返されるこ
とによって，労働者の賃金が右肩上がりに上昇し
続けた結果，起こっていることだったのである。
　S 社の企業内賃金交渉を見る限り，S 社の組合
も，査定を集団的な賃上げツールとするだけの交
渉力を有していたと言えよう。

Ⅳ　お わ り に

　本稿では，中央集権的な労使関係と呼ばれてい
た時代と，それが分権化したと呼ばれている時代
の，二つの時期における企業レベルの賃金交渉を
ラフに見てきた。もちろん本稿には，不十分な点
も数多くある。特に出来高給に関しては，ごく僅
かなことを指摘したに過ぎない56）。そうした不十
分さを自覚しつつ，本稿の内容をまとめたもの
が，表 7 である。
　まず，過去の労使関係について。出来高給の
下，組合は職場において，標準時間等を巡る交渉
を通じて能率をごまかすことで，賃上げを行って
いた。上部団体は，そうした賃上げを問題視して
いたが，それを抑えることはできなかった。
　ところで，この当時行われていた中央交渉であ
るが，実は組合の賃上げ圧力を回避するために経
営側が要請したことでスタートしている（EIRR 
1984，Hibbs&Locking  2000）57）。このことから，組
合の賃上げ圧力を規制し，マクロレベルにおいて
賃上げを予想できるものにすることが58），中央体
制の狙いの一つであったと言えよう59）。

　この点を念頭に置くと，賃金ドリフトを抑える
ことが，中央レベルに課せられていた使命の一つ
だったと言える。ところが，賃金ドリフトの箇所
で述べたように，中央レベルは，賃金ドリフトを
抑制することは出来ず，逆に賃上げ補塡保障を通
じて，賃金ドリフトを労働市場に波及させていっ
た。この中央レベルの賃上げ補塡保障は労働市場
の平等化に寄与したとされているのであるが60），
だとするならば，賃上げ補塡保障の導入のきっか
けを作ったと言えるスウェーデンの労使関係を考
える上で，見逃してはならない点だと思われる。
スウェーデンの特徴でもある労働市場の平等化
は，職場労働者の交渉力が動力となり実現した面
が多分にあったのではないだろうか。
　次に，現在について。何よりも注目すべきこと
は，賃金に査定が導入されたにもかかわらず，組
合の交渉力が衰えていないことである。透明性の
確保等の議論を超えて，査定をベースアップのよ
うなものにしてしまうほどに組合の交渉力が強い
こと，これこそが，現在の労使関係の特徴なので
はないだろうか。また，このことから，労働市場
の平等化の動力は，今も維持されていると言え
る。
　まとめよう。スウェーデンにおける企業レベル
の組合の交渉力は，思いの外強い。そして，この
間，交渉形態や賃金制度が変化したにもかかわら
ず，その交渉力に今までのところ大きな変化は見
られない。
　では，何故これほどまでに組合が強いのであろ
うか。この問いに接近するための課題を三つ提示
し，本稿の結びとしたい。
　第一に，80 年代の労使関係を明らかにする必
要がある。80 年代，どのような賃金制度の下で，
どのような交渉が行われていたのであろうか。例
えばイギリスでは，賃金制度が出来高給から時給

表 7　本稿のまとめ

労使関係の階層 賃金制度 特徴

過去の労使関係
（1960 年代）

三層（中央協約→産
別協約→企業別協
約）

出来高給＋固定給
（時間給）

能率のごまかしによる職場での賃上げ（上部団体の労働協約
では規制できなかった部分）。

現在の労使関係
（1993 年以降）

二層（産別協約→企
業別協約）

固定給（月給）＋査
定

職場における交渉を通じた能力査定部分の賃上げ（能力査定
を利用した集団的な取引）。
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へと変化する中で，組合の交渉力は急激に低下し
ていく61）。何故スウェーデンでは同様の変化が起
こらなかったのか。組合の交渉力が維持され続け
ている理由を知ろうと思えば，この点を確認する
必要があろう。
　第二に，経営についてである。実は，組合の交
渉力の強さは，経営の脆弱さに支えられてきた面
もあったのではないだろうか。どうして過去から
現在に至るまで，経営は本稿で明らかにしてきた
ような組合の交渉態度を許しているのか。組合の
強さを知るためには，企業経営についても見てい
く必要があると思われる。
　第三に，労働市場政策の内実を解き明かす必要
がある62）。職業訓練や失業保障の充実によって，
失業のリスクが下がることで，組合は交渉力を維
持できているのであろうか。企業内の労使関係を
解き明かすとともに，労働市場政策と組合の関係
にも目を向けていくことは，組合の強さを知る上
で重要であろう。
　今後の課題である。

1）　代表的なものとしては，福祉国家の形成過程を明らかにし
た宮本（1999），労使関係を研究した猿田（2003），スウェー
デンに特徴的な生産システムを研究した田村（2003）がある。
また，合意を重視することを特徴とするスウェーデンの政治
システムを紹介したものとして，岡沢（2009）がある。

2）　スウェーデンモデルにおける政労使三つのアクターの役割
を明瞭かつ簡潔に説明したものとして，稲上・ウィッタカー

（1994）がある。また，海外の研究者が行ったものとしては，
Kjellberg（1992，1998）等がある。また，スウェーデンモデ
ルの目指したものを簡潔に描いたものとして，Meidner

（1997）がある。
3）　スウェーデンでは労働条件を，法規制に頼らずに，労使の

自主的な交渉によって決定している。このことを良く表して
いる例として，スウェーデンには最低賃金法がないことが挙
げられる。また，両角（2009）が指摘しているように，ス
ウェーデンにも労働時間法等が存在し法によって労働条件を
規制している面はあるが，団体協約によって法定基準を下
回っても良いことになっている（準強行法規）。

4）　この点については，宮本（1999）が詳しい。
5）　代表的な政策として，産業横断的な同一労働同一賃金を目

指した連帯主義的賃金政策，職業訓練によって職種転換を促
すことを通して完全雇用を目指した積極的労働市場政策があ
る。両政策が成功したのかそれとも失敗したのかについての
判断は，難しいが，少なくとも連帯主義的賃金政策について
は，当初の目的通りには実施できなかったようである。この
点については，宮本（1999）が詳しい。また，拙稿西村

（2008）も参照されたい。
6）　代表的なものとしては，Lash（1985），Visser（1996），

Elvander&Holmlund（1997），篠田（2001），Whyman（2003），

Ahlberg&Bruun（2005）等がある。なお，篠田（2001）は 90
年代以降，新たな産業レベルの協調が行われているとして，
新たなスウェーデンモデルの誕生の可能性を指摘している。

7）　ボルボバスを研究した浅卯（1999）やボルボの賃金制度を
研究した浪江（2001）は，企業レベルの賃金を分析対象とし
た貴重な研究と言える。

8）　このシステムは，1956 年に始まり，1983 年までの 27 年間
続くことになる。その中で，60 年代は，黄金時代と呼ばれ，
最もこのシステムが良く機能したと言われている時代と言わ
れている（稲上・ウィッタカー 1994）。

9）　稲上・ウィッタカー（1994），宮本（1999），猿田（2003）
等を参照。

10）　特に賃上げ補填保障は，賃金ドリフトとの関係で，重要な
賃上げ項目であったと言える。補填保障と賃金ドリフトの関
係については，賃金ドリフトの箇所で後述する。

11）　中央集権的労使関係が最もよく機能したとされている
1960 年代においても，協約賃上げ率と同じ程度の，多い時で
はそれ以上の賃金ドリフトが発生していた（Edgren, Faxen ＆ 
Odhner 1973，Olsson 1991）。

12）　LO と SAF は，協約を通して賃金を規制することの難し
さを自覚していた（Johnston 1962）。

13）　Johnston は，賃金ドリフトの主要な要因の一つとして，
出来高給を通して行われる企業レベルでの賃上げを挙げてい
る（Johnston 1962）。また，Olsson は，当時の賃金ドリフトを
発生させていた要因として，職場における出来高給を巡る
日々の交渉を，指摘している（Olsson 1991）。

14）　1960 年に金属産業組合のチェアマンであった Nilsson は，
自身が書いた論文で，出来高給を「ごまかす」ことで，職場の
労働者は認めることができないような水準の賃上げを獲得し
ていたことを指摘している（Johnston 1962: 246）。

15）　産別協約では，1 を基準として，能率が良ければ 1 より大
きくなり（＞ 1），能率が悪ければ，1 を下回ることになる（＜ 1）。

16）　具体的には，休憩時間や待機時間がここにあてはまる。
17）　価格の最低水準は，産別協約の時給に基づいて規定されて

おり，この式では，時給を 60 分で割ったものが価格として適
用されている。なお，現在では，職務の難易度に応じて四つ
の賃率が規定されている。1950 年代は技能，年齢に基づいて
決まっていたようである（Johnston 1962）。

18）　例えば，s の分母がどうして 60 ではなく 100 なのか，交渉
が行われていたとするならば，その頻度はどうなっているの
か等の疑問が生じるのであるが，これらの点については，聞
き取りの当時の筆者の出来高給に関する知識不足もあり，明
らかにできていない。

19）　IF-Metall 中央交渉部組合員への聞き取りによる（2009 年
9 月 21 日）。

20）　ここでのごまかしは次のように行われていた。例えば，本
来は 1 時間当たり 6 分の休憩時間で良いところを，交渉に
よって 10 分の休憩時間で合意する。しかし，実際の休み時間
は 6 分にして，残りの 4 分を作業にあてる。そうすることで，
作業能率が上がったように見せかけていたそうである（IF-
Metall 中央交渉部組合員への聞き取りによる。（2009 年 9 月
21 日））。

21）　能率に関するやり取りは，次の通り。筆者「私の推察で
は，この部分（u ファクター；筆者）は，何かの計算式で自動
的に計算されるものと思っていたのですが……，これは交渉
事なのですか。」組合員「これは，交渉で決まるんだよ。」筆者

「例えば，私のパフォーマンスはとても良かったので，私の u
ファクターは，1.5 だとかいう風に？」組合員「OK。あなた
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は，高い賃金を得ることができる（笑）」。筆者「ここの部分
は，自動的に決まるのではなく，交渉で決まっていたのです
か？」組合員「交渉だよ」。

22）　稲上・ウィッタカー（1994）；57-62，90。
23）　80 年代前半に，経営側が，中央交渉からの離脱を決定す

るプロセスについては Olsson（1991）が詳しい。
24）　IF-Metall の中には，エンジニアリングセクター，鉄鋼セ

クター，化学セクター等 41 個のセクターがあり，そのセク
ターがそれぞれ該当する経営者団体とセクター協約と呼ばれ
る協約を締結している。こうした産業内調整については拙稿
西村（2009）を参照されたい。

25）　年齢を基準に決めているセクターもあれば，職務の難易度
で決めているセクターもある。また，職業経験年数で決めて
いるセクターもある。さらに，9 つの等級に分けていわゆる産
別賃金表のようなものを作成しているセクターもあれば，4 等
級や等級自体を作成していないセクターも存在している。

26）　例えば IF-Metall で働く組合員は次のように言う。「あなた
のために言っておくと，今日，これらの最低賃金（時間給と
月給）が支払われているのは，IF-Metall の組合員の約 1％な
んだ。……だから金属産業では，（賃金交渉において；筆者）
最低賃金を上げることは比較的容易だろうね」（IF-Metall 中
央交渉部組合員への聞き取りによる。（2008 年 9 月 8 日））。ま
た，IF-Metall の地域支部で働く組合員も次のように言う。「最
低賃金は，とても低いので適用しない。ボスと話し合い，1 万
9000 クローナで雇うと言った具合で賃金（初任給；筆者）を
決めるんだ」（IF-Metall 地域組合 No.21 支部組合員への聞き取
りによる（2009 年 9 月 10 日））。

27）　一応，エンジニアリングセクターでは，個々の労働者に与
えられるべき最低限の賃上げが規定されているが，この基準
は，企業レベルの労使の合意で下げても良いことになってお
り，賃上げ率と比べると緩い規定となっている。

28）　初期は，賃金は労働者の能力によって差がつかなければな
らない，というようなことが書かれていたそうである。そこ
からいくつかの文言が追加され，今のようなかたちとなって
いる（IF-Metall 中央交渉部部長への聞き取りによる。（2009
年 9 月 8 日））。

29）　Department の下には，チームがある。例えば，アッセン
ブリーグループの Department の下には，4 つから 5 つほどの
チームがある。

30）　その他，勤続給，シフト手当がある。またプロダクション
ワーカーには，一律に支払われるボーナスがある。

31）　実際の運用では，アッセンブリーグループのプロダクショ
ンワーカーの最低ランクは，AV4 となっている。

32）　アッセンブリーグループのプロダクションワーカーの最高
ランクは，基本的には AV6（125％）であるが，チームリー
ダーや新車立ち上げの際に行われるパイロット生産に携わる
労働者は，AV7 にランクづけられる。どれだけの比率のプロ
ダクションワーカーが，AV7 にランクづけられているのか，
チームリーダーから外れた場合に格づけはどうなるか等のこ
とについては，残念ながら分からなかった。

33）　クローナはスウェーデンの通貨単位。1 クローナは，おお
よそ 14 円から 17 円程度。

34）　どうして 15％になるのかは，明らかにできていない。
MTM に基づいて決めているそうなので，かつてのイギリス
における measured day work（計測日給制）の考えに似たよ
うな考えに基づいて決定していることが予想されるが，詳細
は分かっていない。

35）　また，メンテナンスワーカーにもキャリアのようなものが

存在している。この点については，メンテナンスワーカーの
箇所で触れる。

36）　普通に働いていれば，労働者は，決められた年数で昇格し
ていくそうである。

37）　AV 等級と昇格年数については表 2 を参照されたい。
38）　各評価項目については，浪江（2001）が詳しい。
39）　2009 年時点で，労働者の上乗せ率の平均は，9.6％となっ

ている（ボルボバークスタッズクラブ組合員への聞き取りに
よる（2009 年 9 月 9 日））。

40）　ボルボバークタッズクラブ組合員への聞き取りによる
（2009 年 9 月 22 日）。

41）　他社での経験や，外部での職業訓練の経験等によってどこ
にランクづけされるかは異なるそうである（ボルボバークス
タッズクラブ組合員への聞き取りによる（2009 年 9 月 9 日，9
月 22 日））。

42）　例えば，AV12 にランクづけされている職務なら，AV7 か
らスタートし，1 年ないしは 2 年で AV8 もしくは AV9 にな
るといった具合で，昇格していく。おおむね約 5 年で，当該
職務の AV グレードとなるそうである（ボルボバークスタッ
ズクラブ組合員への聞き取りによる（2009 年 9 月 9 日，9 月
22 日））。

43）　非組合員は，評価グループのメンバーになることはできな
い。

44）　組合の説明では「そこで働く人が納得できる方法で運用す
るのが良い」，ということであった（ボルボバークスタッズク
ラブ組合員への聞き取りによる（2009 年 9 月 9 日）。

45）　出来高給については，ほとんど明らかに出来ていない。作
業毎に決められた標準作業時間があり，それを基に能率が計
算され賃金が決定する仕組みとなっている。なお，能率や賃
金の計算は，すべて作業場に置かれているコンピュータが行
うことになっている。かつては，標準作業時間は交渉事項と
なっていたが，現在は交渉事項とはなっていない。

46）　ところで，S 社では最も下のランクは D となっている。産
別協約では，d は職業経験年数が 3 年のものとなっているが，
S 社では学校教育における職業訓練を職業経験と見なしてお
り，それゆえ，18 歳の新卒労働者は，D グループからスター
トすることになる。

47）　産別協約には，最低保障賃上げ額（Generell  höjning）と
lönepott の二つの賃上げ項目があり，この二つを足したもの
が，個々の労働者の賃上げ額となる。最低保障賃上げ額につ
いては，産別協約によって規定された額が，そのまま個々の
労働者の賃上げ額となる。lönepott については，まず，産別協
約で規定された額に労働者の数を掛けることで賃上げ原資総
額を算出し，それをどのように分配するのかを，Unionboard
と会社の間の交渉で決めている。2009 年度における lönepott
に関する交渉では，全等級に一律に分配することを基本とし
つつ，特定の職務にプレミアムをつけることで，労使は合意
している。こうした交渉の結果，ほとんどの労働者の昇給額
は，733 クローナ，もしくは 853 クローナとなっている。

48）　2009 年時点でポイントシステムが機能しているのは，ブ
ルーカラー労働者 179 人のうち，20 名である。これらの労働
者は，入社したての若い労働者が多いと言う。それ以外の労
働者は賃金制度の上限を超えてしまっている（S 社組合代表へ
の聞き取りによる（2009 年 9 月 21 日））。

49）　例えば労働者 B の場合，120 ポイントを獲得しているの
で，賃金制度上の賃金は 2 万 1176 クローナとなっている。そ
の一方で，労働者 I は，119 ポイントなので，制度上の賃金が
2 万 1140 クローナとなっている。
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50）　組合の説明では，技能，柔軟性，品質に関しては，明確な
測定が困難なことから，交渉によってポイントを上げる余地
があるらしく，これらの項目について職場の組合代表は，
フォアマンと交渉を行っているそうである。

51）　S 社全体でどのくらいの割合の労働者が，組合に同席を望
んでいるのかについては，不明であるが，ヒアリングを行っ
た職場の組合代表の経験では，彼が担当している職場の約 5
割が，S 社全体では少なくとも約 2 割の組合員が参加を望んで
いるそうである（S 社組合代表への聞き取りによる（2009 年 9
月 21 日））。

52）　S 社の組合組織の箇所で述べたように，S 社では，全国レ
ベルの企業別交渉というものは，行われていない。ストック
ホルム内にある事業所を統括した，地域レベルの企業別交渉
が，企業レベルの賃金交渉における最高単位となっている。
なお，IF-Metall 中央組織の組合員によると，スウェーデンで
は全国レベルの企業別賃金交渉というのは行われていないそ
うである（IF-Metall 国際部 M 氏への聞き取りによる（2008 年
9 月 3 日））。

53）　システムでは，1 ポイントは 1 時間当たり 10öre～15öre と
なっているそうである。なお，öre はスウェーデンの通貨単位
で，100öre で 1 クローナ。

54）　ここで示している額は，説明のために用いているもので，
実際の額ではない。

55）　組合員の次のような発言が印象深い。「もし，あなたが，
遅く働いたとしたら，スピードのポイントが下がります。例
えば 30 ポイント下がったとしましょう。会社は賃金を下げよ
うとします。その時，私達は会社と交渉し，会社にこう言い
ます。いや，賃金を下げてはなりません。……システムではポ
イントが下がれば，賃金は下がります。でもこのことは，許
されていません。だから，実際は，賃金は上がるのみなので
す（So this one makes the system just working upward）。」

（S 社組合代表への聞き取りによる。（2009 年 9 月 21 日））。
56）　実際の企業における算出式の詳細，交渉の頻度はどうなっ

ていたのか，残業時間はどのように扱われていたのか等，詰
めなければならない点が多く残されている。

57）　当初，組合は，中央レベルの賃金交渉に対しては消極的
で，賃金交渉は，産業レベルから行われるのが望ましいと考
えていた（Johnston 1962）。

58）　Edgren らは，中央体制のメリットとして，賃上げ率を予
測可能なものにできることを指摘している（Edgren, Faxen ＆ 
Odhner  1973）。このことは，逆を言えば，そうした体制が無
ければ，マクロレベルではとても予想できないような状況に
陥ることを意味していると言える。

59）　賃金を企業の支払い能力や企業レベルの組合の交渉力に影
響されずに決定することを通して，賃金の平等化を促すと同
時に，企業に対して低賃金労働力の利用を制限することに
よって，企業経営の効率化を促そうとした点も狙いの一つと
言える。この点については，Visser（1996）が詳しい。

60）　例えば，猿田は，中央レベルが実施した賃上げ補塡保障
が，労働者の賃金の平等化を実現したとして，好意的に評価
している（猿田 2003）。

61）　戸塚他（1987）によると，イギリスでは，かつては出来高
給の下で職場労働者は，強い交渉力を持っていた。しかし，
70 年代に出来高給が廃止され，賃金制度が時給になるととも
に，企業別交渉のレベルが職場から全社レベルに移ることで，
職場労働者の交渉力は徐々に失われていくことになる。

62）　職業訓練による職種転換を通して，失業者の就業を促そう
とする積極的な労働市場政策と失業時の賃金保障等によって

失業者を救済する消極的な労働市場政策の両方の労働市場政
策を解き明かす必要があると思われる。
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